
 

 

                               平 成 31年 1月 4日 

                               第 八 管 区 海 上 保 安 本 部 

 

平成30年における海難発生状況（12月31日現在速報値） 

～人身海難の死者・行方不明者数、過去５年間で最少～ 

 

 

★「プレジャーボート等」とは、プレジャーボート（モーターボート、ヨット、水上オートバイ等）及び遊漁船をいいます。 

★「運航不能」とは、船舶の運航に必要な設備の故障等により、航行に支障が生じたことをいいます。 

★「インシデント」とは、船舶の運航に関連した損害又は具体的な危険が生じなかった海難をいいます。 

★「マリンレジャー活動」とは、海水浴、釣り、潮干狩り、サーフィン、ボードセーリング、スキューバダイビング等の海浜 

における余暇活動及びプレジャーボート等による遊走等をいいます。 

★「その他の人身に係るトラブル」とは、海上又は海中における活動中に死傷者(自殺、病気等を除く)が発生しなかった海難 

をいいます。 

○ 船舶海難隻数：１６９隻、死者･行方不明者数：２人 

 船舶事故隻数９５隻のほか、インシデント７４隻 

◇ 船舶海難の特徴 

 プレジャーボートによる船舶事故５０隻が船舶事故全体の５割 

 若狭湾海域での船舶事故は、プレジャーボート事故が６割、漁船事故が１割未満 

 山陰海域での船舶事故は、プレジャーボート事故が３割、漁船事故が５割 

 ミニボートによる船舶事故は過去５年間で最多の１３隻のほか、インシデント４隻 

○ 人身海難人数：１８０人、死者･行方不明者数：５９人 

 人身事故１００人のほか、その他の人身に係るトラブル８０人 

◇ 人身海難の特徴 

 死者･行方不明者数は過去５年間で最少の５９人 

 マリンレジャー活動に伴う人身事故では、遊泳中や釣り中の事故が多い 

 若狭湾海域での人身事故は、マリンレジャー活動に伴う事故が６割 

 山陰海域での人身事故は、マリンレジャー活動以外の事故が６割 

【問合せ先】 

第八管区海上保安本部 

交通部安全対策課 北見・堀川 

電話 0773-76-4100（内線2640･2643） 



【参考】 

民間救助機関のみによる救助隻数を除いた船舶事故及びインシデント隻数（昨年までの計上方法）の

合計は145隻です。 

表 過去５年間における船舶事故及びインシデント隻数等の推移 

 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 

船舶 
海難隻数（隻） 132 133 138 125 125 145 

死者･行方不明者（人） 4 5 4 10 0 2 

人身 
海難者数（人） 207 155 187 192 198 180 

死者･行方不明者（人） 92 66 75 70 82 59 

※ 民間救助機関のみにより救助した事故を除く 

 

【海難定義の見直しについて】 

海上保安庁では、平成30年から、より効果的な海難防止対策を講じるため、船舶の運航に関連した損

害や具体的な危険が生じたものを「船舶事故」、これらが生じていないものを「インシデント」とし、

また、海上又は海中における活動中に死傷者が発生した事故を「人身事故」（自殺、病気等を除く）、

これらが生じていないものを「その他の人身に係るトラブル」と定義し、今後は、「船舶事故」・「人

身事故」に対策を重点化します。 

また、これまで民間救助機関のみにより救助されたものは事故隻数・人数に計上していませんでした

が、近年、民間救助機関の体制が整備、拡大され、その取扱い隻数・人数も増加していることから、海

難の現況を正確に把握することで、より効果的な事故防止対策を講じるため、広く情報収集し、本年か

ら民間救助機関のみにより救助された事故隻数・人数も計上することとしています。 

 

 

 

 

本値は速報値であり、平成３０年１月１日～１２月３１日に発生した海難を集計しています。 

 














